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川崎市教育委員会

川崎市総合教育センター

小学校生活に心配がある方

通級指導教室の利用を考えている方
C 



小学校での個別の教育相談

• ９月以降に、小学校の支援教育コーディネーターに電話して、日時を決め
てください。

• お子さんも一緒に行って、校長と支援教育コーディネーターと面談してく
ださい。

• 通級指導教室の利用を考えている場合、小学校に伝えてください。

 プロフィール票を使って、お子さんの状況、幼稚園、保育園等での支援に
ついて伝えてください。

 小学校での支援体制について聞いてください。
 お子さんに必要な支援について相談してください。

申込は9月以降



通級指導教室の利用を考えている方

• 年長の１月以降、聾学校の通級
指導教室へ相談を申し込んでく
ださい。

• 申込後、通級指導教室で面談をします。
• 川崎市通級指導教室入級審査会で指導が適切と判断された後、通級に
よる指導が始まります。

難聴の通級指導教室を
考えている場合

言語・情緒関連の通級指導教室を
考えている場合

• 入学してから、小学校と相談して、
通級指導教室へ相談を申し込ん
でください。



必要な場合、総合教育センターでの就学相談

• 小学校での個別の教育相談後、必要な場合、総合教育センターでの就学
相談を申し込んでください。

• 就学相談の申込方法は、B 「特別支援学級を考えている方、特別支援学
級か通常の学級か迷っている方」を見てください。

• 入学後、心配なことがある場合は、まず学校と相談し、学校を通して相談を
申し込んでください。

• 就学時に決定した「学びの場」は、固定したものではありません。
お子さんの発達の程度、適応の状況等を考えて、学びの場の変更を検討
する場合は、まず学校と相談してください。

入学後の相談
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